
令和８年度台湾における県産農林水産物等の魅力発信事業  

業務委託仕様書（案） 

 

 本業務委託仕様書は、「令和８年度台湾における県産農林水産物等の魅力発信事業」業

務を委託するに当たり、その業務等を円滑かつ効果的に行うために必要な事項を記載した

ものである。 

 

１ 目的 

  台湾における県産農林水産物等の広告展開及びイベント出展を実施し、県産農林水産

物の魅力などの情報発信を行うことで、県産農林水産物の風評払拭及び販路回復につな

げる。 

 

２ 契約期間 

契約締結日から令和９年３月３１日（水）までとする。 

 

３ 業務の内容 

（１）台湾における県産農林水産物に関する広告展開 

   台湾市場の特性等を踏まえた上で、広告対象品目の魅力を発信できるような効果的

な媒体を選択の上、現地における広告を展開すること。 

  ア 実施時期等 

    令和８年８月上旬から８月中旬の間で２週間程度 

※ 次の広告対象品目の流通時期を踏まえ、福島県と協議の上具体的な期間を決

定する。 

  イ 広告対象品目 

    福島県産桃及び冷凍あんぽ柿 

  ウ 実施内容 

    台湾現地において実施可能な広告媒体を選定し、各媒体に応じた広告クリエイテ

ィブを制作の上、広告枠の確保、媒体社との調整、広告素材の入稿、掲出・配信、

掲出管理まで一体的に実施すること。なお、広告媒体は複数選定することを阻まな

い。 

また、広告展開にあたっては、県産農林水産物の魅力発信に加え、本県を訪問し

対象品目を実際に味わうことへの関心を喚起し、観光需要との相乗効果が期待でき

る内容とすること。 

（２）台湾におけるイベントへの出展 

台湾で開催される福島県の指定するイベント（公益財団法人日本台湾交流協会主催

「天皇誕生日祝賀レセプション」を想定）において、福島県ブースを出展し、県産農

林水産物等の魅力を発信する。 

 ア 実施期間等 

令和９年２月（予定）に１回 

 イ 実施内容 



    県産農林水産物及び必要資材等を福島県と調整のうえで手配し、イベント会場で

のブース運営を行う。なお、会場における試食試飲品は、参加者が本県の食文化に

対し興味関心を惹くような県産品を選定することとし、当日のブース運営にあたっ

ては、進行表等を記載した運営マニュアルを整備し、当該マニュアルに基づき実施

すること。また、イベント出展の申込及び主催者との連絡調整は福島県が行うこと

とし、会場使用料は本業務において発生しないものとする。 

ウ 試食試飲品の輸送 

試食試飲品は、輸入事業者及び卸売業者等と連携の上、台湾への輸出が可能なも

のを手配し輸送すること。 

なお、輸送の際は、台湾当局の検疫条件等を満たしたものを取り扱うことに十分

留意すること。 

また、試食試飲品及びイベント出展にあたり必要な資材等の手配及び輸送（現地

での保管及び会場搬入を含む）についても、県内事業者、輸出入事業者及び卸売業

者等と連携の上行うこと。 

エ 各種申請等 

事業実施にあたり、各種申請等が必要な場合は取りまとめて行うこと。 

 

４  提出書類  

委託契約書に定めるもののほか、福島県が必要と判断したものについて福島県

の指定する日までに提出しなければならない。  

 

５  成果品  

（１）「業務の内容」に記載の各業務の実施結果をまとめた報告書。（実施状況写

真、成果を定量的に評価するために設定した指標とその達成状況、分析を含む） 

（２）その他、福島県が必要と判断したもの。  

 

６  財産権の取扱い  

受注者の委託業務の実施に伴って取得した財産は、原則として福島県に帰属す

るものであるが、次の全ての要件を満たした場合は、福島県に申し立てて受注者

に帰属させることができるものとする。  

（１）財産に関して出願・申請の手続を行う場合、福島県に報告すること。  

（２）福島県が公共の利益のために要請する場合、福島県に対し、当該財産を無償

で利用する権利を許諾すること。  

（３）正当な理由なく取得した財産を相当期間活用していない場合、福島県の要請

に応じて第三者への実施許諾を行うこと。  

（４）受注者が財産に関する事業を実施しなくなった場合、当該財産を事業の目的

に従い、希望する地域の関係者に譲渡する等、公益かつ公平な取扱を行うこと。 

 

７  その他  

（１）仕様変更  



受注者がやむを得ない事情により本仕様書の変更を必要とする場合には、あ

らかじめ福島県と協議し、福島県の承認を得ること。  

（２）仕様書記載外の事項  

本仕様書に記載されていない事項又は本仕様書の記載内容に疑義が生じた場

合は、必要に応じて、福島県と受注者が協議して定める。  

（３）委託費の支給事由と同一の事由により支給要件を満たすこととなる国や県等

の交付金、補助金、助成金等との併給はできないこと。  

（４）委託業務に関連する書類・領収書等は、契約締結後５年間保存するものとする。 

 


